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［告示］ 

１当該診断料は、区分番号Ｊ１０９に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術及び区分番号Ｍ０２５－２に掲げる広範囲顎
骨支持型補綴を行うに当たって、病名、症状、治療内容、治療部位及び治療に使用する材料等について、患
者に対し説明を行った場合に算定する。 

 
２  同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を２回以上行った場合は、１回目の診断を行ったときに限り
算定する。 

 
３  保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。 
 
４  当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行った場合は、区分番号Ｍ０００に掲げる補綴時診断料は、所定
点数に含まれ別に算定できない。 

 
 

 

広範囲顎骨支持型補綴診断料 
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広範囲顎骨支持型補綴物管理料 
［告示］ 

 区分番号Ｊ１０９に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号Ｍ０２５－２に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物
（歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。）の適合性の確認等を行い、かつ、患者
又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合
に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月１回に限り算定する。 
 

広範囲顎骨支持型補綴物修理 
［告示］ 
 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。 
 
［通知］ 

 当該補綴物の修理については、区分番号Ｍ０２５－２に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を
行った日の属する月の翌月以降に月１回に限り算定できる。 
 
 
 
 

 

広範囲顎骨支持型補綴物管理料及び広範囲顎骨支持型補綴物修理 





患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全
で、生活の質にも配慮した医療を実現する視点 
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歯科医療の総合的な環境整備の評価 
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歯科の外来診療の特性を踏まえつつ、歯科医療の総合的な環境整備を行っている施設基準を満た
した歯科医療機関における再診の評価を行う 

再診時歯科外来診療環境体制加算の新設及び歯科外来診療環境体制加算の見直し 

改定前 改定後 
【歯科外来診療環境体制加算（初診料の加算）】 

３０点 
【歯科外来診療環境体制加算（初診料の加算）】 

２８点 
 

【再診時歯科外来診療環境体制加算（再診料の
加算）】 
             ２点 
注 歯科外来診療環境体制加算に係る施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、歯科外来診
療の総合的な歯科医療環境の体制整備に係
る取組を行った場合には、再診時歯科外来診
療環境体制加算として、所定点数に2点を加算
する。 

 



「再診時歯科外来診療環境体制加算」の新設 

基本的考え方 

再診時歯科外来診療環境体制加算 【２点】 

 当該保険医療機関において、歯科外来診療環境体制加算を算定した患者に対し、歯科外来診療

の総合的な歯科医療環境の体制整備に係る取組を行った場合 

（参考）［「歯科外来診療環境体制加算」の施設基準］ 
１ 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が１名以上配置されていること 

２ 歯科衛生士が１名以上配置されていること 

３ 緊急時の初期対応が可能な医療機器（AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター）を設置していること 

４ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること 

５ 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十 

  分な感染症対策を講じていること 

６ 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること 

７ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質 

  を吸収できる環境を整備していること 

８ 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること 

 歯科の外来診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境整備の評価 

 ※歯科の外来診療においては、誤飲や誤嚥の恐れのある細小な器具や歯冠修復物が多用されていることや 

偶発症リスクを高める観血的な処置を行う機会が多いことなどの特性を有している。 
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患者の視点に立った歯科医療の充実 

１．保険診療上の歯科用語の平易化 

  難解であるとの指摘のある保険診療上の歯科用語については、学会等からの提案も参考としつ
つ、患者からみてより分かりやすい用語に改める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．診療報酬点数表の簡素化等  

  歯科診療報酬において、代替の医療技術に置き換わった、臨床上行われていない治療等につい
ては、学会等からの提案も参考としつつ診療報酬点数表の簡素化を図る。 

  
・圧迫麻酔 
・デンタルゼロラジオグラフィー 
・臼歯金属歯 
・帯環金属冠修理 
・金合金鉤修理 

 
 

保険診療上の歯科用語の平易化及び診療報酬点数表の簡素化 

改定前 改定後 

歯牙 
歯周組織検査 

初期う蝕小窩裂溝填塞処置 
鋳造冠 

前装鋳造冠 

歯 
歯周病検査 

初期う蝕早期充填処置 
金属冠 

レジン前装金属冠 
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その他の項目 
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 明細書発行に係る手数料について高額な料金はふさわしくない旨を実例に応じた額
を明示しつつ、再度周知する。 

 公費等により一部負担金が発生しない患者に対しても明細書の発行に努めることと
する。                                                      

 平成２２年度改定により、電子請求が義務付けられている病院・診療所・薬局  
  は、正当な理由のない限り、原則として明細書を無料で発行することとした。 
 
  

       

  ４００床以上の病院については、これを平成２６年度以降は認めないこととする。 

    
 正当な理由を担保するため、病院・診療所・薬局は、 
  毎年行われている他の届出事項と併せて、明細書無料発行 
  の対応の有無、正当な理由に該当する旨等を報告することとする。 

その他の取組 

明細書無料発行の推進 

正当な理由 ① 明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用 

         ② 自動入金機の改修が必要な場合 
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明細書無料発行の推進 


